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環境基本計画策定特別部会設置要綱を次のように定め、令和元年６月 13日から施行する。 

環境基本計画策定特別部会設置要綱（案） 

 （設置） 

第１ 岩手県環境審議会条例（平成 6 年岩手県条例第 36 号）第８条第 1 項及び岩手県環境審

議会運営規程（以下「規程」という。）第８条第 2 項の規定に基づき、環境基本計画策定特別

部会（以下「部会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２ 部会の審議事項は、規程第 8 条第 5 項の規定に基づき付議された事項とする。 

 

 （庶務） 

第３ 部会の庶務は、環境生活企画室において処理する。 

 

 （補則） 

第４ この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

岩手県環境審議会条例 

（部会） 

第８条 審議会に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員、特別委員又は専門委員をもって組織する。 

 

岩手県環境審議会運営規程 

（部会） 

第８条 条例第８条第１項の規定により、審議会に次の部会を置く。 

  大気部会  水質部会  自然・鳥獣部会  温泉部会 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が必要と認めたときは、審議会に諮って部会を設置

することができる。 

３ 知事は、必要と認めたときは、合同で部会を開催することができる。 

４ 部会の審議事項は、別表１のとおりとする。 

５ 議長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、審議事項を部会に

付議することができる｡ 

 

資料２ 


